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現 行（P3） 改 訂（P3） 備 考 

橋梁設計に関する参考図書 

 

 

橋梁設計に関する参考図書 

表-1 マニュアル参考図書 

 

 

参考図書の追加・更新 

 
表-1 マニュアル参考図書 

示方書・指針等 発刊者 発刊年月 本マニュアルでの表記 

道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 日本道路協会 H29.11 道路橋示方書Ⅰ 

道路橋示方書・同解説 Ⅱ鋼橋・鋼部材編 日本道路協会 H29.11 道路橋示方書Ⅱ 

道路橋示方書・同解説  

Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編 

日本道路協会 H29.11 道路橋示方書Ⅲ 

道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 日本道路協会 H29.11 道路橋示方書Ⅳ 

道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 日本道路協会 H29.11 道路橋示方書Ⅴ 

鋼道路橋設計便覧 日本道路協会 S55.8 鋼道路橋設計便覧 

鋼道路橋施工便覧 日本道路協会 H27.4 鋼道路橋施工便覧 

道路橋耐風設計便覧 日本道路協会 H20.1 道路橋耐風設計便覧 

杭基礎設計便覧 日本道路協会 H27.4 杭基礎設計便覧 

杭基礎施工便覧 日本道路協会 H27.4 杭基礎施工便覧 

斜面上の深礎基礎設計施工便覧 日本道路協会 H24.4 深礎基礎施工便覧 

コンクリート道路橋設計便覧 日本道路協会 H6.2 コンクリート道路橋設計便覧 

コンクリート道路橋施工便覧 日本道路協会 H10.1 コンクリート道路橋施工便覧 

道路橋支承便覧 日本道路協会 H30.12 道路橋支承便覧 

鋼道路橋防食便覧 日本道路協会 H26.3 鋼道路橋防食便覧 

道路橋床版防水便覧 日本道路協会 H19.3 道路橋床版防水便覧 

防護柵の設置基準・同解説 日本道路協会 H28.12 防護柵の設置基準 

車両用防護柵標準仕様・同解説 日本道路協会 H16.3 車両用防護柵標準仕様 

道路照明施設設置基準・同解説 日本道路協会 H19.10 道路照明施設設置基準 

道路構造令の解説と運用 日本道路協会 H27.6 道路構造令 

道路土工－盛土工指針 日本道路協会 H22.4 盛土工指針 

道路土工－軟弱地盤対策工指針 日本道路協会 H24.8 軟弱地盤対策工指針 

道路土工－カルバート工指針 日本道路協会 H22.3 カルバート工指針 

道路土工構造物技術基準・同解説 日本道路協会 H29.3 道路土工構造物技術基準 

土木構造物設計マニュアル(案) 

－土工構造物・橋梁編－ 

建 設 省 H11.11 土木構造物設計マニュアル 

土木工事設計マニュアル 国土交通省 

中国地方整備局 

H29.4 地整マニュアル 
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現 行（P4） 改 訂（P4） 備 考 

 

 

参考図書の追加・更新 

 

示方書・指針等 発刊者 発刊年月  

道路橋検査路設置要領（第６次案） 国土交通省 H25.8 道路橋検査路設置要領 

設計要領第二集（橋梁建設編） 

（橋梁保全編） 

NEXCO H28.8 

H29.7 

NEXCO設計要領 

改訂版 土木工事仮設計画 

ガイドブック(Ⅰ)、(Ⅱ) 

全日本建設 

技術協会 

H23.3 土木工事仮設計画ガイドブック 

コンクリート標準示方書 土木学会 H30.3 

H30.10 

コンクリート標準示方書 

海岸保全施設設計便覧改訂版 土木学会 S44.7 海岸保全施設設計便覧 

PC道路橋計画マニュアル ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 

建設業協会 

H19.10 PC道路橋計画マニュアル 

道路橋用橋げた設計・製造便覧 ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 

建設業協会 

H16.6  

PC連結げた橋 設計の手引き(案) ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 

建設業協会 

H10.6 PC連結げた橋設計の手引き 

解説・河川管理施設等構造令 日本河川協会 H20.7 河川管理施設構造令 

解説・工作物設置許可基準 国土開発技術研究

センター 

H11.2 工作物設置許可基準 

道路設計マニュアル その２ 国土開発技術研究

センター 

H6.3 道路設計マニュアル 

デザインデータブック 日本橋梁建設協会 H28.6 デザインデータブック 

山口県土木工事共通仕様書 山口県土木建築部 H29.10 土木工事共通仕様書 

山口県業務委託共通仕様書 山口県土木建築部 H29.10 業務委託共通仕様書 

業務委託特記仕様書記載例集 山口県土木建築部 H12.7 業務委託特記仕様書記載例集 

河川工作物設置許可マニュアル 山口県河川課 H22.3 河川工作物設置許可マニュアル 

道路管理事務の手引き 山口県土木建築部 H28 道路管理事務の手引き 

道路整備技術の手引き 山口県土木建築部 H30.3 道路整備技術の手引き 
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現 行（P8） 改 訂（P8） 備 考 

１－３  計画段階の調査 

（１）調査項目 

下部構造の設計及び施工に当たり実施する調査が

「道路橋示方書Ⅳ」に整理されています。 

本マニュアルの手順編参考資料（P22.23）にこの表

（表-解2.1.1）を掲載しています。これ 

には、上部構造に関しても通常必要となる項目がほ

ぼ網羅されています。 

計画段階においては、まず河川や道路あるいは鉄道

などの交差物がある場合、その交差条件が大きなコ

ントロールポイントになります。該当交差物の管理

者と協議を行い、必要に応じて測量等を実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 計画段階の調査 

（１）調査項目 

上部構造（鋼橋、コンクリート橋）、下部構造、 

その他部材を構築するために、設計・施工条件及び

供用後の維持管理に必要となる事項を明らかにする

ための調査が「道路橋示方書Ⅱ～Ⅳ」にそれぞれ整

理されている。 

 本マニュアルの手順編参考資料（P19,20）にこの

表（表-解 2.1.1）を掲載している。 

 計画段階においては、まず河川や道路あるいは鉄

道などの交差物がある場合、その交差条件が大きな

コントロールポイントになる。該当交差物の管理者

と協議を行い、必要に応じて測量等を実施する。 

 本マニュアルの手順編参考資料（P19,20）（表-解

2.1.1）に示される他の項目についてもコントロール

ポイントとなるものを整理し、調査の方法や時期を

決定する。 

道示改定に伴う改訂 

道示Ⅱ編、Ⅲ編にも調査の項目が記載されたの

で合わせて文章変更。 
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現 行（P10） 改 訂（P10） 備 考 

（３）跨道・跨線橋の留意点 

道路あるいは線路の建築限界を確保することは

当然ですが、工事中の建築限界についても十分配慮

した設計が求められます。また、将来の点検・補修

時の建築限界についても検討しておく必要があり

ます。 

道路、線路の管理者との協議には、かなりの期間

を要することもあるので、協議開始時期 

に注意します。 

【他の道路管理者との協議】 

 各道路管理者に確認が必要ですが、例えば県道を

跨ぐ場合の協議内容は「道路管理事務の手引き」（承

認工事P139、道路占用P161）を参考とします。 

【鉄道との協議】 

 道路法第31 条で、鉄道事業者とあらかじめ協議

することが規定されています。 

なお、協議の中で、近接施工条件についても確認し

ておく必要があります。 

また、JRに設計協議を行う場合は、必ず「協議・

打ち合わせ簿」を作成し、復命するようにしてくだ

さい。 

（３）跨道・跨線橋の留意点 

 道路あるいは線路の建築限界を確保することは当

然であるが、工事中の建築限界についても十分配慮

した設計が求められる。また、将来の点検・補修時

の建築限界についても検討しておく必要がある。 

 道路、線路の管理者との協議には、かなりの期間

を要することもあるので、協議開始時期に注意する

必要がある。 

【他の道路管理者との協議】 

各道路管理者に確認が必要であるが、例えば県道を

跨ぐ場合の協議内容は「道路管理事務の手引き」（承

認工事 P3-3、道路占用 P3-25）を参考とする。 

【鉄道との協議】 

 路法第 31 条で、鉄道事業者（西日本旅客鉄道（株）

等）とあらかじめ協議することが規定されている。

なお、協議の中で、近接施工条件についても確認し

ておく必要がある。 

 また、鉄道事業者に設計協議を行う場合は、必ず

「協議・打合せ簿」を作成し、復命するようにする

こと。 

 跨道・跨線橋の施工計画は、管理者との協議によ

り、施工条件や留意点を確認する必要がある。鉄道

上では架設可能な時間や方法が限られることが多い

通知文書を踏まえた改訂 

供用中の道路上では、橋梁の据付完了前の期間

は通行規制する旨記載した。 
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ため特に注意が必要となる。 

供用中の道路上の橋梁架設工事では一層の安全確

保を図るため、橋桁が橋台又は橋脚への据え付けを

完了していない状態では、当該橋桁の移動を行わな

い期間においても、関係機関と協議し、その影響範

囲について道路の通行規制を行うことを検討する必

要がある。ただし、落下防止のために当該橋桁を固

定（仮設構造物への固定は効果的な方法がとりまと

められるまで対象としない。）している場合は、この

限りではない。 
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現 行（P10） 改 訂（P10） 備 考 

（４）丘陵及び山地部の留意点 

地盤条件が複雑で留意すべき点が多く、大地震時

等に地盤の滑りに伴う下部構造の変位・傾斜等が生

じ、大規模な復旧や架替え等に至る場合もありま

す。このため、下部構造の設置位置や形式、支持層

や設計上の地盤面の設定、施工方法等について慎重

に検討を行う必要があります。 

手順編参考資料（P 21）（表-解2.1.3）に注意す

べき地形・地質、懸念される現象及び 

調査項目の例を掲載しています。 

 （４）丘陵及び山地部の留意点 

地盤条件が複雑で留意すべき点が多く、大地震 

等に地盤の滑りに伴う下部構造の変位・傾斜等が

生じ、大規模な復旧や架替え等に至る場合もある。

このため、下部構造の設置位置や形式、支持層や

設計上の地盤面の設定、施工方法等について慎重

に検討を行う必要がある。特に、斜面崩壊等の影

響が考えられる地形・地質に架橋する際には、橋

に影響を及ぼす斜面崩壊等のパターンを念頭に置

きつつ、道路土工-切土工・斜面安定工指針等を参

考に調査の計画を立案すること。 

 手順編参考資料（P21,22）（表-解 2.4.2）に斜面

崩壊等の観点から注意すべき地形・地質、懸念さ

れる現象及び調査項目の例を掲載している。 

 

道示改定に伴う改訂 

地震被災事例を踏まえ、下部構造は斜面崩壊等

の影響を受けない箇所へ設置することを標準と

する旨を記載した。 
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現 行（P11~12） 改 訂（P11~12） 備 考 

２－２  設計条件の確定 

（１）橋梁予備設計 

橋梁予備設計の発注では、設計条件として道路の

幾何構造や荷重条件等の設計施工上の基本的条件

を示します。（業務委託共通仕様書第6803 条2項

(3)）標準的な項目は、「業務委託特記仕様書記載

例集」のP22 を参考にしてください。 

（２）橋梁詳細設計 

橋梁予備設計よりも具体的な条件を示すことにな

ります。 

標準的な項目は、「業務委託特記仕様書記載例集」

のP25 あるいはP28 を参考にしてください。 

また、その中の(13)その他の項目で施工条件や関連

機関との調整を記載する例としていますが、発注時

点で未確定な項目についても、その状況を必ず明示

してください。 

 

２－３  特記仕様書 

「業務委託特記仕様書記載例集」では特記仕様書に

記載する項目を規定しており、この中には記載必須

項目があります。特記仕様書が添付されない発注が

あり得ないことにまず留意してください。（「業務

委託特記仕様書記載例集」のP55 を参照。） 

２－２ 設計条件の確定 

（１）橋梁予備設計 

 橋梁予備設計の発注では、設計条件として道路の

幾何構造や荷重条件等の設計施工上の基本的条件を

示す必要がある。（業務委託共通仕様書第 6803 条 2

項(3)）標準的な項目は、手順編参考資料「特記仕様

書記載例」を参考にすること。 

（２）橋梁詳細設計 

 橋梁予備設計よりも具体的な条件を示すこととな

る。 

１）標準的な項目 

標準的な項目は、手順編参考資料「特記仕様書記

載例」を参考にすること。 

また、その中の設計条件書(13)その他の項目で施 

工 条 件 や 関 連 機 関 と の 調 整 を 記 載 す る 例     

としているが、発注時点で未確定な項目についても、

その状況を必ず明示すること。 

２）構造解析手法の選定 

耐震設計にあたっては、慣性力による断面力、応

力、変位等の応答値の算出に動的解析を用いること

を標準とする。ただし、地震時の挙動が複雑ではな

い橋に対しては、静的解析により照査を行う。 

静的解析が適用できない橋梁条件に関する具体例

参照する資料から「業務委託特記仕様書記載例

集」を削除。 

 

道示改定に伴う改訂 

H29 道示より耐震設計では動的解析が標準と

する記載となったため、構造解析手法の選定を

追加。 
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設計業務委託全般に共通することですが、特記仕

様書の内容が適切であることが、適正な設計 

成果が作成されることの前提条件です。工事発注で

も特記仕様書は重要ですが、設計委託は作業 

途中での出来映えを確認できないため、途中段階の

チェックが難しく、特記仕様書の不備が手戻 

りとなるおそれがあります。「業務委託特記仕様書

記載例集」を参考にして、慎重に作成してく 

ださい。 

は道路橋示方書を参照すること。 

 

２－３ 特記仕様書 

  設計業務委託全般に共通することであるが、特

記仕様書の内容が適切であることが、適正な設計 

成果が作成されることの前提条件となる。工事発注

でも特記仕様書は重要であるが、設計委託は作業途

中での出来映えを確認できないため、途中段階のチ

ェックが難しく、特記仕様書の不備が手戻りとなる

おそれがあるので、発注時には特記仕様書を慎重に

作成のうえ必ず添付すること。 
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現 行（P13） 改 訂（P13） 備 考 

３－１  調査項目 

調査項目については、第1節1-3計画段階の調査で

も言及していますが、「道路橋示方書Ⅳ」に下部構

造の設計及び施工に当たり実施する調査が整理さ

れており、手順編参考資料（P19.20） 

に表-解2.1.1 を掲載しています。調査する項目は

個々の橋梁によって異なり、また委託業務によ 

り調査するものとは限りません。 

実施する事例の多い調査項目は同節3-2 以降のと

おりですが、他に実施すべき項目がないかを 

手順編参考資料（P19.20）の表-解2.1.1 を参考に

して確認してください。また、橋梁設計受託者 

から追加すべき項目の提案があった場合、慎重に検

討してください。 

調査項目の詳細については、「地整マニュアル」

（P3-5-8～15)も参考にしてください。 

３－１ 調査項目 

調査項目については、第 1 節 1-3 計画段階の調査で 

も記載しているが、「道路橋示方書Ⅱ～Ⅳ」に上部 

構造（鋼橋、コンクリート橋）、下部構造、その他 

部材を構築するために、設計・施工条件及び供用後 

の維持管理に必要となる事項を明らかにするため 

の調査が整理されており、手順編参考資料（P19,20） 

に下部構造の設計及び施工に当り実施する調査（表 

-解 2.1.1）を掲載している。 

調査する項目は個々の橋梁によって異なり、また

委託業務により調査するものと限られるものではな

い。上部構造及びその他部材の設計及び施工に当り

実施する調査については道路橋示方書を参考にする

こと。 

実施する事例の多い調査項目は同節 3-2 以降のとお 

りであるが、他に実施すべき項目がないかを手順編 

参考資料（P19,20）の表-解 2.1.1 及び道路橋示方 

書を参考に確認すること。また、橋梁設計業務受注 

者から追加すべき項目の提案があった場合、慎重に 

検討する必要がある。 

 調査項目の詳細については、「地整マニュアル」 

（P3-5-8～15)も参考にすること。 

道示改定に伴う改訂 

道示Ⅱ編、Ⅲ編にも調査の項目が記載されたの

で合わせて文章を変更した。 
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現 行（P14） 改 訂（P14） 備 考 

３－３ 地盤調査 

（２）試験 

基本的に実施するものは以下の試験ですが、地盤

の状況や橋梁形式によって種々の試験がさらに必

要になります。「地整マニュアル」（P3-5-14～15)

を参考にしてください。 

主として沖積層の砂質土層については、地震時の

液状化の可能性の有無を判定するため、 

通常上記①、②の試験に加えて、土の塑性限界試

験及び液性限界試験を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

① 標準貫入試験 

② 土質試験（土の粒度試験及び単位体積重

量試験） 

③ 孔内水平載荷試験（杭基礎の場合のみ） 

３－３ 地盤調査 

（２）試験 

基本的に実施するものは以下の試験ですが、地盤

の状況や橋梁形式によって種々の試験がさらに必要

となる。「地整マニュアル」（P3-5-14～15)を参考に

すること。 

① 標準貫入試験 

② 土質試験（土の粒度試験及び単位体積重量

試験） 

③ 孔内水平載荷試験（杭基礎の場合のみ） 

 主として沖積層の砂質土層については、地震時の

液状化の可能性の有無を判定するため、通常上記①、

②の試験に加えて、土の塑性限界試験及び液性限界

試験を実施する。 

 なお、①、③の試験については１つのボーリング

孔で実施することが可能である。ただし、③の試験

を実施する深さ位置では、①の試験は実施できない

ため、土質性状等から、③の試験実施の深さ位置で

①の試験が必要と判断される場合は、別孔による試

験を検討すること。 

 

近年の問い合わせを踏まえた追加 

試験項目の実施時のボーリング孔数の考え方を

追記した。 
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現 行（P21） 改 訂（P21~22） 備 考 

（２） 注意すべき地形・地質， 懸念される現象

及び調査項目の例（ 表－ 解 2.1.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）斜面崩壊等の観点から注意すべき地形・地質，

懸念される現象及び調査項目の例 

（表－解 2.4.2） 

 

道示改定に伴う改訂 

道示の改定に伴い、斜面崩壊等の観点から注意

すべき地形・地質，懸念される現象及び調査項

目の例として記載した。 

それに伴い、表-解 2.4.2 を記載した。 

 

 

注意すべき地形・地質  懸念される現象  主な調査項目  

【地すべり地形】  

・等高線の間隔がすべり土塊の

部分で開くような地形  

・上部から下部に向かい滑落  

崖，緩傾斜，舌端部を有する  

地形  

・緩傾斜での凹地形，湿地など

の存在する地形  

 

・時間をかけて土塊が移動し

たり，現在動いていない場

合でも地震時等に変動する

場合がある  

 

・災害履歴、地すべ

り指定地か否か  

・地すべり土塊の分

布（平面，深度）  

・地下水分布  

・現在の活動度  

【岩盤クリープ地形】  

・岩盤斜面が重力により垂れ下

がるように変形した地形  

【トップリング性の地質構造】  

・柱状節理等の高角度の亀裂を

持つ岩盤斜面で，岩盤が前方

等に傾動（トップリング）し

ている地質構造  

 

・時間をかけて岩盤斜  

面が移動したり，現在動いて  

いない場合でも地震時等に  

変動する場合がある  

 

・移動速度、安定性  

【流れ盤の地形・地質構造】  

・地層や弱層が地形（切土）と

同一方向に傾斜している地盤  

  

 

・将来的な斜面崩壊，地すべ

りのほか，地震時等に変動

する可能性がある  

 

・近傍の災害履歴，

対策工の有無  

・地層の傾斜方向，

割れ目，層構造  

・湧水の有無  

【落石，崩壊地形等】  

・上部に不安定な浮石，転石が  

存在する斜面  

・上記の斜面の下方で，転石が

点在する箇所  

・表層崩壊などによって形成さ

れた斜面（崩壊地等）  

・亀裂が発達し不安定な岩塊が   

存在する斜面  

・下部に脆弱な地層を挟む岩盤

斜面（キャップロック構造）  

・オーバーハングの見られる斜

面  

 

・将来的な落石，崩壊の可能

性がある  

・柱状節理などの亀裂  

が発達した岩盤斜面では岩

盤が緩み，崩壊や基礎の変

状が発生する可能性がある  

・堅硬な岩盤であっても，下

部に脆弱な地層が存在する

場合は脆弱層の変状や崩壊

の可能性がある  

・堅硬な岩盤であっても、オ

ーバーハング部の下部の劣

化・侵食等が進行して崩壊

する可能性がある  

 

・近傍の災害履歴，

対策工の有無  

・落石の発生源，経

路  

・不安定岩塊の分布

状       

 況  

・亀裂の分布状況，

連続性，開口度  

・脆弱層の分布状

況，連続性  
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注意すべき地形・地質  懸念される現象  主な調査項目  

【崖錐】  

・山麓や谷沿いに崩壊物が堆積

した堆積物ないしはその地形  

 

・将来的な落石，崩壊の可

能性がある  

 

・崖錐の分布（平面，

深度），硬軟，安定性  

・湧水の有無  

【未固結の地層が厚く堆積する

斜面】  

・火山灰，非溶結の火砕流堆積

物など固結の進んでいない堆

積物が厚く堆積している斜面  

・溶岩の自破砕部など破砕が著

しく固結の進んでいない堆積

物が厚く堆積している斜面  

・深くまで風化が進んだ斜面  

 

・時間をかけて徐々に変動

したり，現在動いていな

い場合でも地震時等に変

動する場合がある  

 

・未固結層又は風化

層，自破砕溶岩を含

む層の分布（平面，

深度）と地形の関係

（急崖部の縁に厚く

分布するなど）  

・地盤の硬軟  

・地下水分布  

【土石流地形】  

・中流又は下流部の緩傾斜に土

石流による土砂が堆積した地

形  

  

 

・豪雨時等に突発的な土石

流が発生する可能性があ

る  

 

・災害履歴，土石流危

険渓流の指定の有無  

・渓流調査  

【集水地形，０次谷】  

・流水等が集まりやすい凹地状

の斜面  

【湧水の多い斜面】  

・集水地形，０次谷に該当しな

くとも地質的原因等により湧

水が多い斜面  

 

・地盤の侵食が進行して斜

面の不安定化及び崩壊を

発生させる可能性がある  

 

・水文調査（出水状

況）  

【ガリー地形】  

・降水により地表に掘られた急

な側壁をもつ小規模な溝状の地

形  

 

・著しい表流水により侵食

が進行して斜面の不安定

化及び崩壊を発生させる

可能性がある  

 

・表層部全体の風化状

況  

・表層崩壊の予兆の有

無  

（出典：道路橋示方書ⅣP16，17）  
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現 行（P22~23） 改 訂（P23~24） 備 考 

１－２  詳細設計照査要領 

照査にあたっては、詳細設計照査要領に基づいて照

査を実施することとします。また、予備設 

計用の照査要領は制定されていませんが、必ず受注

者に照査を実施させてください。 

橋梁詳細設計の照査は、以下の3 段階に分けて実施

します。 

 

 

 

 

各段階の照査について、発注者は照査状況の把握

を行います。詳細設計照査要領では、「発注者とし

て成果品の品質についての適否は判断しない」と記

述されていますが、これは監督職員に品質適否の判

断義務がないことを意味しており、品質向上につい

て指示しないという規定ではありません。 

例えば、設計図について「7)解り易い注記がつい

ているか。」を照査することになっていま 

すが、受注者と発注者、あるいは施工者にとって解

り易さの判断は異なります。受注者が解り易 

いと判断しても、発注者・施工者に解り難いもので

あれば、施工ミスにつながる恐れがあります。 

１－２ 詳細設計照査要領 

 照査にあたっては、詳細設計照査要領に基づいて

照査を実施することとしている。また、予備設計用

の照査要領は制定されていないが、必ず受注者に照

査を実施させること。 

橋梁詳細設計の照査は、以下の 3 段階に分けて実

施する。 

 

   

 

 

各段階の照査について、発注者は照査状況の把握

を行う。詳細設計照査要領では、「監督職員が成果品

の品質についての適否を判断するものではない」と

記述されているが、これは監督職員に品質適否の判

断義務がないことを意味しており、品質向上につい

て指示しないという規定ではない。 

例えば、設計図について「20)施工に配慮した設 

計図となっているか。」を照査することになっている

が、受注者と発注者、あるいは施工者にとって配慮

の判断は異なる。受注者が配慮したと判断しても、

発注者・施工者にとって不足の事項があれば、想定

した計画で施工ができなくなる恐れがある。 

内容の修正 

「詳細設計照査要領」の改定による記載内容を

変更した。 

 照査内容 主な提示資料の例 

照査① 基本条件の照査 基本条件検討書 

照査② 細部条件の照査 一般図・設計条件検討書 

照査③ 

 

成果品条件の照査 

 

設計計算書・設計図・数量計算書・施工計画書 

設計調書・設計報告書 
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また、報告書の「3)比較・検討の結果が整理されて

いるか。」についても、整理が十分であるか 

についての受注者と発注者の判断が異なることも

あります。 

このように発注者が成果品の品質を不十分であ

ると判断した場合は、設計打ち合わせや完了検査に

おいて修正を指示します。発注者には、品質の高い

成果品を調達する義務があります。また、受注者の

担当技術者の資質向上が、詳細設計照査要領の目的

の一つに挙げられており、受注者の指導としても取

り組む必要があります。 

また、報告書の「4)比較・検討の結果が整理され

ているか。」についても、「整理が十分である」につ

いての受注者と発注者の判断が異なることもある。 

 このように発注者が成果品の品質を不十分である

と判断した場合は、設計打合せや完了検査において

修正の指示を行なう。発注者には、品質の高い成果

品を調達する義務がある。 
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現 行（P24~27） 改 訂（P25~28） 備 考 

第３編 第１節 

１－１基準編の使用にあたって 

（２）地整マニュアルとの関係について 

表 1-1-1 地整マニュアル掲載内容との対照表 

 

第３編 第１節 

１－１基準編の使用にあたって 

（２）地整マニュアルとの関係について 

表 1-1-1 地整マニュアル掲載内容との対照表 

 

対照表の更新 

地整マニュアルは H29.4 版。 
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現 行（P29） 改 訂（P30） 備 考 

２－１ 橋種の選定 

予備設計を実施していない詳細設計において、適

用可能な複数の標準的橋梁形式がある場合は比 

較検討を行い、橋種を選定するものとする。 

２－１ 橋種の選定 

予備設計は原則として以下の場合に実施する。予

備設計を実施していない詳細設計において、適用可

能な複数の標準的橋梁形式がある場合は比較検討を

行い、橋種を選定するものとする。 

１）橋長 50m以上の橋梁 

２）軟弱層や流動化の起きる可能性がある等地質条

件が厳しい等の理由から、特殊な橋梁形式を比較検

討する必要がある場合 

３）鉄道や河川などで桁高制限や施工制限が厳しい

等の交差条件の理由から、特殊な橋梁形式を比較検

討する必要がある場合 

意見照会を踏まえた改訂 

予備設計の実施対象橋梁について記載を行っ

た。 



橋梁設計マニュアル（令和元年６月） 新旧対照表 

17 

 

現 行（P－） 改 訂（P30） 備 考 

 ２－２ 橋の設計供用期間 

橋の設計にあたっては、適切な維持管理が行われ 

ることを前提に橋が性能を発揮することを期待する

期間として設計供用期間を定めることとし、100年を

標準とする。 

設計において経済性を検討する際には、設計供用

期間中のライフイクルコストを最小化する観点か

ら、単に建設費を最小にするのではなく、点検管理

や補修等の維持管理費を含めた費用がより小さくな

るよう心がけることが大切である。橋全体だけでな

く、部材の設計においてもライフサイクルコストを

最小化する検討を行うことを標準とする。 

ライフサイクルコストの算定方法は、（一社）建設

コンサルタンツ協会、（一社）プレストレスト・コン

クリート建設業協会、（一社）日本橋梁建設協会等の

発行資料を参考に適切に検討を行うこと。 

 

 

道示改定に伴う新規追加 

H29 道示に合わせて設計供用期間を項目として

追加し、100年を明確化した。 

経済性の比較はＬＣＣを用いることを標準とす

る旨を追加した。 

意見照会を踏まえた改訂 

LCC 算定時に参考にする資料の記載を追加し

た。 
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現 行（P29） 改 訂（P30） 備 考 

２－２  活荷重・橋の重要度の区分 

（１）活荷重の適用 

2 車線以上の橋梁にはB 活荷重を適用する。 

1 車線の橋梁においては一般にA 活荷重を適用す

るが、大型車交通量が特に多い場合はB 活荷重とす

る。また、将来他の道路管理者へ引き継ぐ予定の道

路の橋の設計にあたっては、将来管理者と協議した

後決定するものとするが、大型車の走行頻度が低い

と考えられるものはA 活荷重とする。 

（２）橋の重要度の区分 

橋の耐震設計は～ 

 

２－３ 活荷重・耐震設計上の橋の重要度の区分 

（１）活荷重の適用 

 2車線以上の橋梁には B活荷重を適用する。 

 1 車線の橋梁においては一般に A 活荷重を適用す

るが、大型車交通量が特に多い場合は B 活荷重とす

る。また、将来他の道路管理者へ引き継ぐ予定の道

路の橋の設計にあたっては、将来管理者と協議した

後決定するものとするが、大型車の走行頻度が低い

と考えられるものは A活荷重とする。 

 なお、鋼部材の疲労設計用の活荷重は、F荷重を用

いる。 

（２）耐震設計上の橋の重要度の区分 

 橋の耐震設計は～ 

 

道示改定に伴う改訂 

荷重の説明として疲労設計時には「疲労荷重」

を用いる旨を記載した。 

道示で「重要度」は常に念頭におくべき事項と

して規定されたが、これまで記載のあった耐震

設計の区分に用いる「重要度」は「耐震設計上

の重要度」に変更した。 



橋梁設計マニュアル（令和元年６月） 新旧対照表 

19 

 

現 行（P30） 改 訂（P31） 備 考 

２－６  ひび割れ抑制対策 

品質の高いコンクリート構造物を作ることを目的

とし、コンクリート構造物ひび割れ抑制対策資 

料に基づき、その対策方法については設計段階から

検討し、事業主管課と協議すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－７ コンクリート構造物の品質確保 

 コンクリート構造物の耐久性を向上させることを

目的とし、コンクリート構造物品質確保ガイドに基

づき、品質の確保に向けた取り組みを行うこと。設

計段階では、ひび割れ抑制対策および防水対策 

の検討を行い、設計に反映させる。また、鉄筋組立

の精度が確保されるように適切な設計、作図を行  

うものとする。ひび割れ抑制対策方法については、

事業主管課と協議し決定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠資料の改定に伴う改訂 

「ひび割れ抑制対策資料」から「コンクリート

構造物の品質確保ガイド」へ変更した。 
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現 行（P32） 改 訂（P33） 備 考 

２－１０  コンクリート強度 

橋梁に使用するコンクリートの設計基準強度は表

2-10-1 を標準とする。 

表 2-10-1 橋梁に使用するコンクリート 

 

２－１１ コンクリート強度 

  橋梁に使用するコンクリートの設計基準強度は

表 2-11-1を標準とする。 

表 2-11-1 橋梁に使用するコンクリート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県設計標準歩掛表の改定による改訂 

コンポ橋場所打ち部と合成床版のコンクリート

強度を追記した。 

 

近年の問い合わせを踏まえた改訂 

重力式橋台のパラペット部以外のコンクリート

強度及び壁高欄のコンクリート強度への補足事

項について追記した。 
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現 行（P33） 改 訂（P34） 備 考 

２－１１ 鉄筋の種類 

 橋梁に使用する鉄筋は SD345 を標準とし、SD390

及び SD490についても使用を認める。 

 ただし、JIS 製品（JIS 桁等）については、JIS

規格に従うものとする。 

２－１２ 鉄筋の種類 

橋梁に使用する鉄筋は SD345を標準とし、過密鉄 

筋の解消を目的に高強度鉄筋（SD390、SD490）につ

いても使用を認める。 

ただし、適用部位としては橋梁下部工（柱の軸方 

向鉄筋）とし、検討目安としては、下部工高さが２

０ｍ以上又は鉄筋径がＤ３８以上となる場合とす

る。また、高強度鉄筋を使用する際には、コンクリ

ート強度を３０N/mm2とする。 

 

意見照会を踏まえた改訂 

高強度鉄筋の適用部位及び留意事項について 

中国地整の土木工事設計マニュアルとの整合を

図った。 
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現 行（P33） 改 訂（P34） 備 考 

２－１２  設計条件表 

橋梁一般図に記載する設計条件表の例を以下に

示す。なお、各現場において必要事項は追加するも

のとする。 

表2-12-1 設計条件表（例） 

 

２－１３ 設計条件表 

 橋梁一般図に記載する設計条件表の例を以下に示

す。なお、各現場において必要事項は追加する 

ものとする 

表 2-13-1 設計条件表（例） 

支承、落橋防止構造、伸縮装置、維持管理の条件（点

検計画）の詳細な条件については、基準編参考資料

のそれぞれの条件表を作成し整理するものとする。 

道示改定に伴う改訂 

H29 道示改定による記載例を変更した。 

意見照会を踏まえた改訂 

橋梁補修・補強の手引きに記載の設計条件表と

記載内容の整合を図った。 

 

 

 

  

設計速度 V=50km/h

大型車交通量 ○○台／日・方向

全幅

有効幅員

3.00% 横断勾配 1.50%（拝み勾配）

橋面積 ○○㎡

レベル1 橋軸方向 0.18 直角方向 0.14

レベル2（Ⅰ） 橋軸方向 0.36 直角方向 0.39

レベル2（Ⅱ） 橋軸方向 0.44 直角方向 0.48

橋軸方向 落橋防止構造（〇〇タイプ）

橋軸直角方向

回転方向 横変位拘束構造

省略した場合 省略を可能にした条件を記載（下部構造の頂部幅も広く1径間の為　等）

外面

内面

連結部
コンクリート接触面

上部工

下部工

基礎工

上部工

下部工

基礎工

河川名

道路名

固定支承、可動支承、弾性支承、免震支承　の別
（ゴム製の場合は、許容せん断ひずみと二次形状係数を記載）

支承条件

コンクリートσ＝24N/m㎡（水セメント比、セメント種類），鉄筋SD345

コンクリートσ＝24N/m㎡（呼び強度30N/m㎡），鉄筋SD345

製作・施工の条件

落橋防止システム

防水層（車道・歩道） シート系（車道），塗膜系（歩道）

塗装系
（鋼橋）

桁端部のみ　C-5（耐候性）塗装　　下塗：○○　中塗：○○　上塗○○

D-5塗装　下塗：○○　中塗：○○　上塗○○

桁端部外面：F11塗装　　内面：F12塗装

原板ブラスト+無機ジンクリッチプライマー

橋梁用防護柵の種類（車道・歩道） 種別C　橋梁用ビーム（材質）（車道）,種別兼用C　橋梁用ビーム（材質）（歩道）　

平成〇〇年○月

4@24.500m

△級河川○○川　（計画高水流量Q＝800m3/s）

該当無し

道路橋示方書・同解説Ⅰ～Ⅴ（平成29年11月）

○○コンサルタント㈱、山口太郎

杭基礎（場所打ち式φ1200）

コンクリートσ＝36N/m㎡（水セメント比、セメント種類），鉄筋SD345

A1側：伸縮量○○㎜、遊間量○○㎜　　A2側：伸縮量○○㎜、遊間量○○㎜

塩害対策区分Ⅲ（感潮区域）
飛来塩分量（鋼橋）：0.08mdd　対策：例）Ni系耐候性鋼材

γ＝19kＮ/m3，ｃ＝0kN/㎡，φ＝30°

アスファルト舗装 t=80㎜（車道），t=30㎜（歩道）

橋脚の継手を設けてはならない範囲 等

検査路等の設備、支承部取換を想定して配慮した事項 等

PC4径間連続中空床版

逆Ｔ式橋台　2基，張出し式橋脚3基

橋梁名（ふりがな）

路線名

道路規格

計画交通量

∞

100.000ｍ

○○橋（○○はし）

主要県道○○線

0.6 + 0.75 + 3.0 + 3.0 + 0.5 + 3.5 + 0.4                計 11.75m

7.25m（車道） + 3.50m（歩道）

B種の橋

B活荷重

幅員

第3種3級

○○台／日

耐震設計上の橋の重要度区分

設計活荷重

橋長

支間長

平面線形

踏掛版の有無

液状化層の有無、被圧水の有無、支持層等

有　　無

設計水平
震度

縦断勾配

斜角

添架物

橋の耐荷性能

地盤種別

地盤特性

Ⅲ種地盤

橋の耐荷性能２

90°90′90″

水道管φ150：3.0KN/m

設計会社名、責任技術者

設計年月

伸縮装置

塩害対策区分

裏込土の土質定数

形式

使用材料

舗装（車道・歩道）

適用示方書

維持管理の条件

交差条件
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現 行（－） 改 訂（P35） 備 考 

 ２－１５ 維持管理施設の設置検討について 

維持管理の確実性および容易さを確保するため

に、供用中の日常点検、定期的な点検、地震等の災

害時に、被災の可能性の有無や程度などの橋の状態

を確認するために行う必要がある調査、劣化や損傷

を生じた場合に必要となる調査が確実かつ合理的に

行えるよう、検査路等の維持管理施設の設置検討時

に、橋梁の構造特性、周辺環境、「山口県橋梁点検要

領（案）（平成 29 年 3 月）」に基づき維持管理計画表

を作成すること。（基準編参考資料 P113） 

 

道示改定に伴う追加 

維持管理施設を設計する際に維持管理の前提条

件として、点検に関する事項を整理する旨を追

加した。 
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現 行（P44） 改 訂（P45） 備 考 

３－１３  ウイング 

（ ３ ） ウイングに防護柵を設置する場合 

ウイングにガードレール等の支柱を建込む場合は

補強鉄筋を設置するものとする。 

補強鉄筋は「道路整備技術の手引きP7-4-2 ガード

レール（ 構造物建込） 」によること。 

 

３－１３ ウイング 

（３）ウイングに防護柵を設置する場合 

ウイングに設置する防護柵については橋梁用防護

柵を標準とする。ただし、前後区間の状況等現地の

条件により、設置が困難な場合には別途考慮するこ

と。 

なお、現地の条件によりガードレールを設置する

場合、支柱の建込み箇所に補強鉄筋を設置するもの

とする。補強鉄筋は「道路整備技術の手引き P7-4-2

ガードレール（構造物建込）」によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年の問い合わせを踏まえた改訂 

ウイング上の防護柵の標準的な考えを記載し

た。 
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現 行（P45） 改 訂（P47） 備 考 

３－１４ 橋台背面排水処理 

 橋台の背面水圧を低減する必要がある場合は裏

込め排水工を設置する。 

 前面に水位がある場合は H.W.L 以上に設置す

る。水抜きパイプは、現地の状況により適切な位置

に設置するものとする。 

解説 現地の状況により橋台前面に比べ背面の水

位が高くなる場合は、水位差をなくすために背面の

水を前面もしくは側面に排水する裏込め排水工を

設置する。 

 また、前面に水位がある場合は排水工により逆に

背面の裏込め土がゆるむ可能性があるため、H.W.L

以上に設置する。 

 なお、橋台に設置した水抜きパイプの位置でコン

クリートのひび割れを誘発する可能性があるため、

現地の状況により可能な場合は側面に排水し構造

物への影響を少なくする等、別途検討の上、適切な

排水計画をたてるものとする。 

 

３－１４ 橋台背面排水処理 

 橋台の背面水圧を低減する必要がある場合は裏込

め排水工を設置する。前面に水位がある場合は

H.W.L 以上に設置する。 

裏込め排水工が必要な場合には、橋台背面部の地 

下排水工による方法を標準とするが、現場条件に応

じて水抜きパイプによる方法も検討すること。水抜

きパイプは、現地の状況により適切な位置に設置す

るものとする。（図 3-14-1 参照） 

 

図 3-14-1 水抜きパイプによる裏込め排水工設置例 

 

解説 現地の状況により橋台前面に比べ背面の水位

が高くなる場合は、水位差をなくすために背面の水

を側面もしくは前面に排水する裏込め排水工を設置

する。 

 また、前面に水位がある場合は排水工により逆に

背面の裏込め土がゆるむ可能性があるため、H.W.L

意見照会を踏まえた改訂 

裏込め排水工の考え方及び標準図の追加 
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以上に設置する。 

 なお、橋台に設置した水抜きパイプの位置でコン

クリートのひび割れを誘発する可能性があるため、

現地の状況により可能な場合は側面に排水し構造物 

への影響を少なくする等、適切な排水計画をたてる

ものとする。 
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現 行（P45） 改 訂（P47） 備 考 

３－１５ 橋台背面アプローチ部 

（１）橋台背面アプローチ部の範囲 

道路橋示方書Ⅳ P261～263 を参照すること。 

（２）使用材料 

路床材と同等のものを使用すること。 

（３）締固め 

1 層あたりの仕上り厚を 200 ㎜ 以下とし、各層ご

とに締固めを行うこと。 

３－１５ 橋台背面アプローチ部 

橋台背面アプローチ部の設計にあたっては、良質

な材料を用いるとともに、施工や、経年的な変化へ

の対処方法といった維持管理方法が明らかでなけれ

ばならない。 

通常の盛土構造の場合は、以下（１）～（４）に

よること。 

通常の盛土構造以外の構造を採用する場合には、

設計時に橋台への作用の考慮や維持管理方法につい

て個別に整理を行うこととする。 

（１）橋台背面アプローチ部の範囲 

 道路橋示方書ⅣP158～159を参照すること。 

（２）使用材料 

 路床材と同等のものを使用すること。 

（３）施工 

 締固めは、1 層あたりの仕上り厚を 200 ㎜以下と

し、各層ごとに締固めを行うこと。道路橋示方書Ⅳ

P543～544 を参考に適切に排水施設を設置するこ

と。 

（４）維持管理 

日常巡視、定期点検及び地震発生時等の異常時点

検を適切に行えるよう、設計時に確認すること。 

 

道示改定に伴う改訂 

 

記載の内容は通常盛土の場合である旨を明記

し、それ以外の場合は個別の整理が必要となる

旨を追加した。 
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現 行（P49） 改 訂（P51） 備 考 

３－２０  鉄筋の継手 

（１）鉄筋径25mm までは重ね継手、29mm 以上

はガス圧接継手を標準とする。 

（２）引張鉄筋に重ね継手を用いる場合は、道路橋

示方書Ⅳ 7.8 による。配筋図作成は第4編を参考に

すること。 

（３）塑性化を考慮する領域でやむを得ず継手を設

ける場合は、鉄筋径に関係なくガス圧接継手を標準

とする。 

（４）ガス圧接継手とする場合は、設計図面に継手

位置、数量計算書に箇所数を明示する。 

（５）コンクリート打継目と継手位置は1m 程度以

上ずらすこと。 

解説 道路橋示方書Ⅴ 10.8 で、塑性化を考慮する

領域では、原則として軸方向鉄筋の継手は設けない

が、やむを得ない場合はコンクリートが剥離しても

機能できる継手構造とするとされている。したがっ

て、重ね継手は使用できないため、圧接継手を標準

とした。塑性化を考慮する領域は、道路橋示方書Ⅴ 

図-解10.8.1、図-解10.8.2 を参照 

のこと。 

３－２０ 鉄筋の継手 

（１）鉄筋径 25mm までは重ね継手、29mm 以上は

ガス圧接継手を標準とする。 

（２）引張鉄筋に重ね継手を用いる場合は、道路橋

示方書Ⅲ5.2.7 による。配筋図作成は第 4 編を参考に

すること。 

（３）塑性化を考慮する領域でやむを得ず継手を設

ける場合は、鉄筋径に関係なくガス圧接継手を標準

とする。 

（４）ガス圧接継手とする場合は、設計図面に継手

位置、数量計算書に箇所数を明示する。 

（５）コンクリート打継目と継手位置は 1m 程度以

上ずらすこと。 

（６）塗装鉄筋を使用する場合は、コンクリートの

許容付着応力を無塗装鉄筋の 85％とし重ね継手長を

求めること。   

解説 道路橋示方書Ⅴ8.9.2 で、塑性化を考慮する領

域では、原則として軸方向鉄筋の継手は設けないが、

やむを得ない場合はコンクリートが剥離しても機能

できる継手構造とするとされている。したがって、

重ね継手は使用できないため、圧接継手を標準とし

た。塑性化を考慮する領域は、道路橋示方書Ⅴ図-解

8.9.1、図-解 8.9.2 を参照のこと。 

近年の実績を踏まえた改訂 

実績が増えてきたため、塗装鉄筋の場合の継手

長の考え方を追加した。 
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現 行（P50） 改 訂（P52） 備 考 

３－２１  橋脚梁部の設計 

橋脚の張出しばりやラーメン橋脚、2柱3柱式の

躯体の設計においては、衝撃を考慮する。 

また、はり部材の設計では、活荷重および衝撃以

外の主荷重が作用する状態（ 死荷重状態等） にお

いて、引張応力度を100N/mm2 以下に抑える。 

解説 道路橋示方書Ⅳ 4.3(1)に記載されている。 

３－２１ 橋脚梁部の設計 

 橋脚の張出しばりやラーメン橋脚、2 柱 3 柱式の

躯体の設計においては、衝撃を考慮する。 

 また、はり部材は、上部構造の死荷重が支配的な

荷重となり、常に引張応力が生じる部材であるため、

鉄筋コンクリート部材としての耐久性を考慮し、永

続作用の影響が支配的な状況において鉄筋の引張応

力度が 100N/mm2以下となるよう照査する必要があ

る。 

解説 道路橋示方書Ⅳ7.3.2（４）１）に記載されて

いる。 

 

道示改定に伴う改訂 

道示改定に伴い、語句の変更を行った。 
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現 行（P50） 改 訂（P52） 備 考 

３－２３ 直接基礎の基礎砕石 

築堤部に設置する橋梁下部工の土砂地盤上の直

接基礎については、基礎底面のせん断抵抗力が、コ

ンクリート基礎より栗石基礎（または砕石基礎）で

施工する方が安定計算上有利なことから、基礎砕石

を使用することが原則となっているので注意する

こと。 

３－２３ 直接基礎の基礎砕石 

築堤部に設置する橋梁下部工の土砂地盤上の直接

基礎については、基礎底面のせん断抵抗力が、コン

クリート基礎より栗石基礎（または砕石基礎）で施

工する方が安定計算上有利なことから、基礎砕石を

使用し、その上に施工性確保のために均しコンクリ

ートを打設することが原則となっているので注意す

ること。 

 その際の、基礎砕石の厚さは 20cm、均しコンクリ

ートの厚さは 10cm を標準とする。 

 

意見照会を踏まえた改訂 

過去の通達（平成 4 年監理第 1516 号）に合わ

せて基礎砕石及び均しコンクリートの厚さの記

載を追加した。 
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現 行（P52） 改 訂（P54） 備 考 

４－３  場所打ち杭の支持力 

場所打ち杭の場合は、一般に施工による地盤の乱

れの影響が大きいと考えられるが、杭先端の極限支

持力度qd は表4-3-1に示す値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

qu：一軸圧縮強度（kN/m2） 

注１）岩盤を支持層とする場所打ち杭の先端極限支

持力度は、一軸圧縮強度の 3倍を目安にして決定す

る。また、設計上安全側に設定することとし、最大

値は原則として 6,000kN/m2とする。 

注２）表 4-3-1における①～③の出典：道路橋示方

書ⅣP389 

注３）表 4-3-1における④は、山口県の運用とする。 

解説 「軟岩や土丹を支持層とする場合には一軸圧

縮強度（2000～3000KN程度まで）の 3倍程度を目

安としてよい。ただし、岩石試験による一軸圧縮強

度は必ずしも岩盤としての力学的特性を示すもの

ではなく、設計に用いる一軸圧縮強度の設定には慎

４－３ 場所打ち杭の支持力 

 場所打ち杭の場合は、一般に施工による地盤の乱

れの影響が大きいと考えられるが、杭先端の極限支

持力度の特性値 qd は表 4-3-1 に示す値とする。 

表 4-3-1 場所打ち杭工法による杭先端の極限支持力度の特性値 qd

 

qu：一軸圧縮強度（kN/m2） 

注１）表 4-3-1における①～③の出典：道路橋示方 

書ⅣP239 

注２）山口県の独自運用 

解説 杭先端の極限支持力度の特性値 qdを 4-3-1か

ら定める際、評価に用いるＮ値は杭体先端から杭径

の３倍下方までの範囲の平均値としてよい。 

（出典：道路橋示方書ⅣP244） 

 

 

 

 

道示改定に伴う改訂 

道示改定に伴い、杭先端の支持力度の特性値を

改訂した。 

 

 

（ 注２）の参考資料） 

NEXCO 設計要領第二集橋梁建設編 P4-41 
地 盤 種 類 

杭 先 端 の 極 限 支 持 力

度の特性値  

（kN/m2） 

備  考 

① 砂 110Ｎ（≦3,300） 
 

 

注１） ② 砂れき層  160Ｎ（≦8,000） 

③ 粘性土 110Ｎ（≦3,300） 

④ 岩盤 
3qu または 60Ｎ 

（≦9,000） 

qu 値がとれない場合は、杭

先端地盤における換算 N 値

を用いて 60N から算出して

よい 注２） 
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重を期す必要がある。」 

（出典：地整マニュアル P1-4-13） 
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現 行（P53） 改 訂（P55） 備 考 

４－５  場所打ち杭の杭径 

オールケーシング工法 

 一般的には1.0m、1.2m、1.5m を用いる。 

深 礎 工 法  

原則として2.5m 以上を用いるものとする。ただ

し、杭長が特に短い場合で施工安全性が確保できる

場合においては、設計径を2m 以上としてよい。 

４－５  場所打ち杭の杭径 

オールケーシング工法   

一般的には 1.0m、1.2m、1.5m を用いる。 

深  礎  工  法   

柱状体深礎基礎では 5.0m 以上、組杭深礎基礎では

2.0m 以上を用いる。 

 

深礎杭の杭径について柱状体深礎と組杭深礎に

区分し、組杭深礎については道示、中地整マニ

ュアル、斜面上の深礎杭基礎設計施工便覧より

2.0ｍ以上を標準に変更した。 
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現 行（P54） 改 訂（P55~56） 備 考 

４－６ 場所打ち杭の細部構造 

（５）鉄筋かごの製作 

鉄筋かごの組立時は、無溶接工法やなまし鉄線を用

い、鋼材や補強鉄筋を配置して堅固となるよう行う

こととする。 

４－６ 場所打ち杭の細部構造 

（５）鉄筋かごの製作 

 鉄筋かごの組立時は、特殊金物等を用いた工法や

なまし鉄線を用い、鋼材や補強鉄筋を配置して堅固

となるよう行うこととする。 

解説 鉄筋かご組立て時の構造細目 

・特殊金物等を用いた工法については、「杭基礎施工

便覧」（平成 27 年 3 月）、「場所打ちコンクリート杭

の鉄筋かご無溶接工法 設計・施工に関するガイド

ライン」（平成 27 年 6 月）に基づき設計するものと

する。 

・補強材は平鋼、L 型鋼を基本とする。補強材の強

度が不足する場合に異形棒鋼により補強する。 

・補強リングのピッチは、2～3m を基本とするが、

施工性を考慮して、3m を基本とする。 

・補強リングは、計算の結果、吊上げユニットごと

に異なる場合もあるが、施工性を考慮して、下部工

１基ごとに同一形状で統一する。 

・補強リングと帯鉄筋の位置が同一箇所となる場合

は、帯鉄筋間隔を変えずに補強リングの位置を調整

する。 

・補強リングと主鉄筋の交差位置は、全箇所を特殊

金物で固定する。 

九州地整マニュアル等に合わせ鉄筋かご組立時

の構造細目に特殊金物を用いる際の注意事項を

追加で記載した。 
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・鉄筋と帯鉄筋の交差箇所は、4 本おきに番線結束

するものとし特殊金物は使用しない 

・第４編に参考図を示す。 

の溶接継手について」平成 14 年 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 22 日訂予定） 
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現 行（P54） 改 訂（P56） 備 考 

４－８  深礎工法 

深礎工法の設計は、道路橋示方書Ⅳ 15.1 の規定に

よるものとする。 

（１） 深礎の設計径は原則として2.5m 以上を用い

るものとする。ただし、杭長が特に短い場合で施工

安全性が確保できる場合においては、設計径を2m 

以上としてよい。 

４－８ 深礎工法 

  深礎工法の設計は、道路橋示方書Ⅳ14.2 の規定

によるものとする。 

 

 （１）深礎の設計径 

柱状体深礎の場合には、下部構造躯体の軸方

向鉄筋が確実に定着できるような寸法であるこ

とや躯体の剛性に比して十分な大きさを有する

ことが必要であり、これまでの実績も考慮して

5m 以上を目安とする。また、組杭深礎基礎の場

合には、掘削や支持層状況の確認、基礎本体の

構築を孔内で行うため、安全性や施工性を考慮

する必要があり、実績として 2m 以上が用いら

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深礎杭の杭径について柱状体深礎と組杭深礎に

区分し、組杭深礎については道示、中地整マニ

ュアル、斜面上の深礎杭基礎設計施工便覧より

2.0ｍ以上を標準に変更した。 
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現 行（P54） 改 訂（P57） 備 考 

４－９  中掘り杭工法 

中掘り杭工法により施工される既製杭の先端

処理工法のうちセメントミルク噴出攪拌方式は、

砂質系地盤のみに適用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

解説 道路橋示方書Ⅳ で表-4-9-1 の適用にあたっ

ては、「過去の鉛直載荷試験結果からその支持力特

性が明らかとされ、式(12.4.1)により求まる極限支

持力と同等以上の杭頭支持力が確認されており、さ

らにその施工管理手法が確立されている工法に限

定する。」とされている 

 

４－９ 中掘り杭工法 

 中掘り杭工法により施工される既製杭の先端処理

工法のうちセメントミルク噴出攪拌方式は、砂質系

地盤のみに適用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

解説 道路橋示方書Ⅳで表 4-9-1 の適用にあたって

は、「過去の鉛直載荷試験結果からその支持力特性が

明らかとされ、式(10.5.4)により求まる極限支持力と

同等以上の杭頭支持力が確認されており、さらにそ

の施工管理手法が確立されている工法に限定する。」

とされている。 

道示改定に伴う改訂 

中堀り杭先端の支持力度を特性値として記載し

数値を変更した。 

 

表 4-9-1 中堀り杭工法における杭先端の極限支持力度の特性値 qd 

 

 

 

 

 

 

                     （出典：道路橋示方書ⅣP239） 

 

 

セメントミルク  

噴出攪拌方式  

 

極限支持力度の特性値（kN/m2） 

 

qd＝ 

 

ここに，N：杭先端地盤の N 値 

220N（≦11,000） 砂層 

250N（≦12,500）砂れき 
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現 行（P55） 改 訂（P58） 備 考 

５－１ 橋梁形式と適用標準支間長 

橋梁別の適用支間は下表を標準とする。 

 

５－１ 橋梁形式と適用標準支間長 

  橋梁別の適用支間は下表を標準とする。 

 

デザインデータブックの改定に伴い図の修正 

（適用蘭の実績の最大支間の橋梁の更新のみ。） 
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現 行（P56） 改 訂（P59） 備 考 

５－２ 合成桁 

合成桁は、床版と主桁を一体化させて、床版に主

桁の断面としての機能を受け持たせたものである。 

そのため、床版が万一損傷を生じると、主桁の耐

荷力も減少するのでその影響は大きい。 

この破損を補修するためには床版の一部をはぎ

取って打替えるため、耐荷力が著しく小さい主桁が

補修期間中の活荷重を負担することになるので、路

線の性格や迂回路等を考慮し比較検討を行った上

で、採用の判断を行うこと。 

 

５－２ 合成桁 

合成桁は、床版と主桁を一体化させて、床版に主

桁の断面としての機能を受け持たせたものである。 

そのため、床版が万一損傷を生じると、主桁の耐

荷力も減少するのでその影響は大きい。 

この破損を補修するためには床版の一部をはぎ取

って打替えるため、耐荷力が著しく小さい主桁が補

修期間中の活荷重を負担することになるので、路線

の性格や迂回路等を考慮し比較検討を行った上で、

採用の判断を行うこと。 

 また、曲線橋や斜橋では、ねじりによる応力や変

形等も加わり、床版の応力的負担も累加することに

なるため、中心角がΦ5°を超える曲線橋若しくは斜

角θが60°未満の斜橋に対しては非合成桁の採用を

標準とする。 

意見照会を踏まえた改訂 

道示改定により床版の合成作用を考慮するこ

とが明記されたことを踏まえ、合成桁の適用条

件について、S55 鋼道路橋設計便覧を参考に追

加した。 
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現 行（P62~63） 改 訂（P65~66） 備 考 

５－８  鋼橋塗装・防食 

鋼橋の塗装・防食にあたっては「鋼道路橋塗装・防

食便覧」によることを原則とする。 

新設橋梁の塗装仕様について、以下に示す。 

（１）一般外面塗装系 

一般外面塗装系には架橋地点の防食環境の厳し

さに十分耐えられる防食性能を有していると同時

に美観・景観性をできるだけ長期間保つために耐候

性の良好な上塗り塗装を用いた表5-8-1 のC-5塗装

系を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：鋼道路橋塗装・防食便覧 PⅡ-32） 

（２）内面塗装系 

箱桁や鋼製橋脚などの内面は、結露や漏水等によ

り部材内に滞水した水により鋼材が腐蝕しやすい。

また部材内部は塗膜の点検機会が少なく塗り替え

も容易でないので、耐水性に優れた内面用変性エポ

キシ樹脂塗料を厚く塗布して防水効果を長期間維

５－８ 鋼橋塗装・防食 

 鋼橋の塗装・防食にあたっては「鋼道路橋防食便

覧」によることを原則とする。 

無塗装耐候性鋼材を使用する場合、桁端部や箱桁 

内面には塗装を施す必要があるため、塗装仕様およ

び塗装範囲について、以下に示す。 

なお、普通鋼材を使用する際の仕様等については、

「鋼道路橋防食便覧」を参照すること。 

（１）塗装仕様 

１）一般外面塗装系 

一般外面塗装系には架橋地点の防食環境の厳しさ

に十分耐えられる防食性能を有していると同時に美

観・景観性をできるだけ長期間保つために耐候性の

良好な上塗り塗装を用いた表 5-8-1の C-5塗装系（耐

候性）を適用する。 

表 5-8-1  一般外面の塗装仕様 C-5塗装系（耐候性） 

 

 

 

 

 

（出典：鋼道路橋防食便覧Ⅲ-25） 

２）内面塗装系 

箱桁の内面は、結露等により部材内に滞水した水

5-8 と 5-9 を統合 

鋼道路橋防食便覧により外面塗装仕様を C-5

（耐候性）に変更した。 

C-5（耐候性）も踏まえ、桁端部塗装の範囲

と塗装系を変更した。 
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持できる塗装系を適用する。 

内面の色相は点検時の照明効果を良くするため

明色仕上げすることとし、内面塗装 

には表 5-8-2 の D-5 塗装系の適用を原則とする。 

 

 

 

 

 

 

（出典：鋼道路橋塗装・防食便覧 PⅡ-34） 

５－９  耐候性鋼材の防食仕様 

（１）鋼材 

使用鋼材については「5-3 鋼種選定基準」参照 

（２）塗装 

耐候性鋼材の使用にあたっては、桁端部や箱桁内面

には塗装を施すことを標準とする。 

桁端部の塗装範囲は橋台たて壁前面までを標準と

するが、通気性が悪い箇所などに 

おいては、必要に応じて塗装範囲を広げてもよい。

（図 5-9-1 参照） 

 

 

 

 

により鋼材が腐食しやすい。 

また、塗膜の点検機会が少なく塗り替えも容易で

ないので、耐水性に優れた内面用変性エポキシ樹脂

塗料を厚く塗布して防水効果を長期間維持できる塗

装系を適用する。 

 内面の色相は点検時の照明効果を良くするため明

色仕上げすることとし、内面塗装には表 5-8-2の D-5

塗装系の適用を原則とする。 

表 5-8-2  内面用塗装仕様 D-5塗装系 

 

 

 

 

 

 

（出典：鋼道路橋防食便覧Ⅲ-26） 

（２）塗装範囲 

桁端部の塗装範囲は橋台たて壁前面までを標準と

するが、通気性が悪い箇所などにおいては、必要に

応じて塗装範囲を広げてもよい。（図 5-8-1参照） 
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図 5-9-1 桁端部の塗装範囲と塗装系（耐候性鋼橋梁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-8-1 桁端部の塗装範囲と塗装系（耐候性鋼橋梁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜桁端部外面＞  

一般外面用 C-5 塗装系（耐候性）  

＜一般部外面＞原板ブラスト  

＜箱桁内面＞  

内面用 D-5 塗装系  

＜桁端部内側面＞  

一般外面用 C-5 塗装系（耐候性）  
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現 行（－） 改 訂（P66） 備 考 

 ５－９ 桁端部の空間確保 

 桁端部には切り欠き構造を設け、作業空間と通気

性を確保するよう努めること。 

なお、桁端部の標準的な切り欠き構造を一概に定 

めることはできないが、以下に参考例を示す。上部

工、下部工のそれぞれの構造、施工に支障がないよ

うに設定すること。 

 

図 5-9-1 桁端部の切り欠き構造の参考例 

 

意見照会を踏まえた改訂 

維持管理空間の確保として鋼橋桁端部の空間確

保について中国地整の土木工事設計マニュアル

を参考に追加した。 



橋梁設計マニュアル（令和元年６月） 新旧対照表 

44 

 

現 行（－） 改 訂（P67） 備 考 

 ５－１０ 支承取替に伴うジャッキアップ補強 

  支承取替えに伴う仮支点箇所は、維持管理のた

めのジャッキアップ補強をあらかじめ行っておく

ことが望ましく、この場合、ジャッキアップ補強

位置は支点上横桁あるいは支承前面の主桁に設

け、端部対傾構の充腹化も含めて検討すること。 

   

図 5-10-1 ジャッキアップ補強位置の例 

 

 

図 5-10-2 端部対傾構の充腹化の例 

 

意見照会を踏まえた改訂 

維持管理への配慮として鋼橋の支承取替に伴う

ジャッキアップ補強について中国地整の土木工

事設計マニュアルを参考に追加した。 
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現 行（P77） 改 訂（P81） 備 考 

６－５  横締め 

（４）斜橋に対するPC 鋼材の定着部 

斜橋に対する横締め鋼材定着部処理は、以下を標準

とする。 

表6-5-1 斜角とプレート形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-5-1 定着部切欠例 

 

 

６－５ 横締め 

（４）斜橋に対する PC鋼材の定着部 

緊張方向と支圧面が斜角を有する場合、支圧面に

は水平分力が発生するため、施工上その対策を講じ

ておく必要がある。定着部の処理方法として図 6-5-1

のような例がある。 

スラブ橋桁のウェブを切り欠いて処理する場合、

切欠きが大きくなってＰＣ鋼材、鉄筋などのかぶり

が確保できない時はかぶりを確保できるところまで

切欠きを設け、残りの分については支圧板を異形に

して処理する。 

けた橋桁の上フランジ部コンクリートを切り欠く

場合は、上フランジに配筋されている橋軸方向鉄筋

を内側に移動させ、補強鉄筋を別途考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠資料の更新。 
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ただし、ＢTYPE は通し筋の配置が困難で、型

枠加工などの施工性も劣ることが多いため、Ｃ

TYPE が望ましい。 

（出典：土木工事設計要領第Ⅲ編 九州地方整備局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-5-1 斜橋に対する横締め鋼材定着部処（例） 

（出典：道路橋用橋げた設計・製造便覧 P85） 
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現 行（P92） 改 訂（P96） 備 考 

７－３  支承部 

（１）支承 

解説２ 機能分離構造（パット型ゴム支承又は帯状 

ゴム支承とアンカーバーを組み合わせたものなど） 

においては、支承部に対して、点検方法をはじめと 

する維持管理の手法が現時点で確立されていない 

ため、採用を見送る。なお、今後維持管理の手法が 

確立されれば採用の可否について検討する。 

 

（２）段差防止構造 

 支承の損傷により路面に段差が生じ通行が困難

となる可能性があるため、桁下面と橋座面の離れが

40 ㎝程度以上で鋼製支承を用いる場合は、段差防

止構造を設置する。 

 

７－３ 支承部 

（１）支承 

解説２ 機能分離構造（パット型ゴム支承又は帯状 

ゴム支承とアンカーバーを組み合わせたものなど） 

においては、支承部に対して、設計箇所ごとに点検 

及び維持管理の手法を整理した上で採用の可否につ 

いて事業主管課に確認の上決定する。 

 

 

（２）段差防止構造 

 支承の損傷により路面に段差が生じ通行が困難と

なる可能性があるため、桁下面と橋座面の離れが 40

㎝程度以上の場合は、段差防止構造を設置する。 

 

 

近年の問い合わせを踏まえた改訂 

機能分離型支承の採用時の留意点を記載した。 

 

意見照会を踏まえた改訂 

段差防止構造について根拠資料である NEXCO

設計要領の改訂に合わせて、鋼製支承によらず、

設置するよう変更した。 
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現 行（P93） 改 訂（P97） 備 考 

（４）箱抜きの標準形状 

 箱抜きの深さが浅い、あるいは箱抜き幅が狭いと

支承据付け時にモルタルの充填不足が発生しやす

いことから、箱抜きの形状は、図 7-3-1を標準とす

る。なお、橋座鉄筋は支承の設置を考慮し、アンカ

ーボルトの箱抜きを避けて配置を計画する。 

図 7-3-1 支承箱抜き形状及び配筋模式図 

（出典：道路橋支承便覧 P237） 

（４）箱抜きの標準形状 

 箱抜きの深さが浅い、あるいは箱抜き幅が狭いと

支承据付け時にモルタルの充填不足が発生しやすい

ことから、箱抜きの形状は、図 7-3-1を標準とする。

なお、橋座鉄筋は支承の設置を考慮し、アンカーボ

ルトの箱抜きを避けて配置を計画する。 

 

図7-3-1 支承箱抜き形状及び配筋模式図 

（出典：道路橋支承便覧 P303） 

道路橋支承便覧の改定に伴う改訂 

箱抜き形状の寸法について道路橋支承便覧に合

わせて変更した。 
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現 行（－） 改 訂（P98） 備 考 

 （５）橋座部桁下高さ 

橋座面の環境対策として、高さの低い支承を有す

る鋼橋の場合には、台座コンクリートを設け、風と

おしをよくするなど設計上留意すること。 

橋座部の台座高さは 100mm 以上とし、桁下高さは

支承更新時のジャッキアップ機材の作業空間等も踏

まえ、I桁橋 400mm以上、箱桁橋 500mm以上確保する

ことが望ましい。 

近年の問い合わせを踏まえた改訂 

桁下空間の確保について新規に追加した。 
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現 行（P94） 改 訂（P98） 備 考 

７－４  伸縮装置 

（１）一般 

１）伸縮装置は桁の温度変化、コンクリートのクリ

ープ及び乾燥収縮、活荷重等による橋の変形に対し

て、車両等が橋面を支障なく通行できる路面の平坦

性を確保する。 

２）設計伸縮量は、桁の温度変化、コンクリートの

クリープ及び乾燥収縮、活荷重によって生じる上部

構造の移動量、並びに施工時の余裕量を考慮して設

定する。 

３）伸縮装置は雨水等の侵入に対して水密性を有す

るものとし、その構造は非排水構造を標準とする。 

４）設計にあたっては、設計条件の中で最も経済的

となる製品を選定し、伸縮装置設計条件表及び参考

図を作成すること。（基準編参考資料P117） 

７－４ 伸縮装置 

（１）一般 

１）伸縮装置は桁の温度変化、コンクリートのクリ

ープ及び乾燥収縮、活荷重等による橋の変形に対し

て、車両等が橋面を支障なく通行できる路面の平坦

性を確保する。 

２）設計伸縮量は、変動作用支配状況のうち地震の

影響を考慮する設計状況に対して道示Ⅴ編13.2.2に

示す式により算出する値以上を確保する。ただし、

桁の温度変化、コンクリートのクリープ及び乾燥収

縮、活荷重によって生じる上部構造の移動量、並 

びに施工時の余裕量を考慮して設定した設計伸縮量

を下回ってはならない。 

３）伸縮装置は雨水等の侵入に対して水密性を有す

るものとし、その構造は非排水構造を標準とする。

また、除雪機械による除雪の実施が想定される路線

においては、損傷防止のために除雪対応型の使用を

検討すること。 

４）設計にあたっては、設計条件を満たす製品の中

でライフサイクルコストを比較し最も経済的となる

製品を選定し、伸縮装置設計条件表及び参考図を作

成すること。（基準編参考資料 P125） 

道示改定に伴う改訂 

道示に改定 

 

近年の問い合わせを踏まえた改訂 

伸縮装置選定時の経済比較の際には、ライフサ

イクルコストで比較する旨を追記した 

 

意見照会を踏まえた改訂 

除雪の実施が想定される路線においては、除雪

対応型の使用を検討する旨を追加した。 
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現 行（P97） 改 訂（P102） 備 考 

７－７  検査路 

地上から点検が困難な橋梁には、原則として以下

のとおり検査路を設置する。 

検査路の構造は、「道路橋検査路設置要領」に示

された基本構造を標準とする。 

なお、河川を横過する橋梁においては、河川管理

者と事前に協議する必要がある。 

（１）鋼桁においては、桁及び床版の検査を行う縦

断方向の検査路を設置することを原則とする（下図

①）。 

（２）橋台及び橋脚には、桁、支承及び落橋防止装

置等の検査を行う横断方向の検査路を設置するこ

とを原則とする。橋脚は、左右どちらか片側設置を

標準とする（下図②）。 

（３）必要に応じて昇降設備を設置する（下図③）。 

図 7-7-1 に①～③の標準的な検査路を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

７－７ 検査路 

「２－１５維持管理施設の設置検討について」に基

づき、維持管理計画表を作成し、検査路の設置につ

いて検討すること。 

検査路の構造は、「道路橋検査路設置要領」に示

された基本構造を標準とする。 

なお、河川を横過する橋梁においては、河川管理

者と事前に協議する必要がある。 

（１）鋼桁においては、桁及び床版の検査を行う縦

断方向の検査路を設置することを原則とする（下図

①）。跨道橋及び跨線橋については、必要な点検や維

持管理が確実に行えるよう全桁間に上部構造検査路

を配置する等の計画を立てることとする。 

（２）橋台及び橋脚には、桁、支承及び落橋防止装

置等の検査を行う横断方向の検査路を設置すること

を原則とする。橋脚は、左右どちらか片側設置を標

準とする（下図②）。ただし、支承が両側（２支承線）

にある場合は、両側に設置することとし、ロまたは

コの字型とする。（下図④） 

（３）必要に応じて昇降設備を設置する（下図③）。 

（４）手摺の高さは 110cm を標準とする。ただし、

設置条件から手摺の高さを確保できない場合でも

「労働安全衛生規則 第 10章 通路、足場等」で要

基準編 2-15 追加による記述を追加した。 

 

近年の問い合わせを踏まえた改訂 

手摺最低高さ及び上部工検査路の条数の考え方

を変更した。 

事務連絡に基づき、２支承線の際の下部工検査

路形状について記述を追加した。 
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求されている 85cmを確保するものとする。 

   図 7-7-1に①～④の標準的な検査路を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①   

②   

②  

③  

③  

①   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-7-1 

（出典：道路橋検査路設置要領 P6） 
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現 行（P98） 改 訂（P103） 備 考 

７－９  橋歴板 

橋には、橋歴板を取り付けるのを原則とし、寸法

及び記載事項等は図7-9-1 に示すとおりとする。 

（１）起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取

付位置については監督職員の指示とする。 

（２）材質は JISH2202（鋳物用銅合金地金）とす

る。 

 

 

７－９ 橋歴板 

 橋には、橋歴板を取り付けるのを原則とし、寸法

及び記載事項等は図7-9-1に示すとおりとする。（１）

起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取付位置

については監督職員の指示とする。 

（２）材質は JISH2202（鋳物用銅合金地金）とする。 

（３）記載する年月については、鋼橋は製作年月、

コンクリート橋は完成年月とする。 

（４）コンクリート橋の定着方法については、横締 

め工法等現場施工の情報を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年の問い合わせを踏まえた改訂 

橋歴板記載内容を補足した。 

  

共通仕様書の改定に伴う改訂 

橋歴板記載事項を変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         鋼橋の場合            コンクリート橋の場合 

図 7-9-1 橋歴版の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         鋼橋の場合            コンクリート橋の場合 

図 7-9-1 橋歴板の例 
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※交差物件が河川以外の場合は設置しない。 

現 行（P98） 改 訂（P103） 備 考 

７－１０ 橋名板 

 橋には、橋名板を取り付けるのを原則とし、取付

位置及び記載事項は図 7-10-1に示すとおりとす

る。 

（１）銘板材質はアルミニウム板（厚 2㎜）、反射

材料は全面反射シート（封入レンズ）を標準とする。 

（２）高さは 150㎜を標準とし、長さは表記文字に

応じて定める。 

（３）白地に黒色文字を標準とする。 

（４）固定方法は、取付金具によって高欄等に設置

することを標準とするが、状況に応じてリベット止

め等としてもよい。また、安易にボルトナット等が

取外しできないよう考慮すること。 

 

７－１０ 橋名板 

 橋には、橋名板を取り付けるのを原則とし、取付

位置及び記載事項は図 7-10-1に示すとおりとする。 

（１）銘板材質はアルミニウム板（厚 2㎜）、反射材

料は全面反射シート（封入レンズ）を標準とする。 

（２）高さは 150㎜を標準とし、長さは表記文字に

応じて定める。 

（３）白地に黒色文字を標準とする。 

（４）固定方法は、取付金具によって高欄等に設置

することを標準とするが、状況に応じてリベット止

め等としてもよい。また、安易にボルトナット等が

取外しできないよう考慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年の問い合わせを踏まえた改訂 

橋名板記載内容（交差物の記載の考え方）を変

更した。 



橋梁設計マニュアル（令和元年６月） 新旧対照表 

55 

 

現 行（P99） 改 訂（－） 備考 

７－１１  橋名標識 

（１）対象橋梁 

橋長 10m以上の橋梁とする。 

（２）設置箇所 

起点及び終点の左側とし、1箇所ずつ設置

する。通行車両から見えやすい位置に設置す

る。 

（３）構造 

１）特殊な橋梁 

構造は案内標識 102-A系に準じる。 

 

 

     特殊な橋梁とは、トラス橋，アーチ橋， 

    斜長橋，吊橋又は、離島架橋または橋 

    長 500m以上の橋梁のことを言う。 

 

 

 

 

 

 【通知】H270330 平 26 道路整備第 465 号_橋

名標識の設置についてより削除 

 

 

 

 

 

図-1 特殊な橋梁に設置する標識 

Ｂ ｒ ｉ ｄ ｇ ｅ  

橋 
L=○○○ m 

橋の 

マーク 
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   ２）一般的な橋梁 

     標識板のサイズは地名シートと同等と 

    すること。設置方法は橋梁の構造により 

    異なるため、個別に検討とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 一般的な橋梁に設置する標識 

 

 山口県  

橋 は 

し 



橋梁設計マニュアル（令和元年６月） 新旧対照表 

57 

 

現 行（P102） 改 訂（P106~107） 備考 

７－１３  落橋防止システム 

（１）形式 

落橋防止システムは、橋の形式、支承のタイプ、

地盤条件等に応じて、けたかかり長、落橋防止構造、

横変位拘束構造から適切に選定するものとする。な

お、PC 鋼材を用いた落橋防止構造を選定した場合

は、落橋防止構造設計条件一覧表を作成するものと 

する。（基準編参考資料P118） 

また、落橋防止システムの基本的な考え方は、橋

梁条件や支承条件に応じて、道路橋示方書Ｖの図－

解16.1.1 に示すとおりである。 

 

 

 

 

解説 1 落橋防止構造について 

大地震における既往の落橋被害の分析等の結果を

踏まえ、落橋に至るような大きな変位が生じにくい

構造条件を、橋軸方向の落橋防止構造を省略できる

条件としている。 

落橋防止構造を省略できる条件としては、以下とす

る。 

１）両端が橋台に支持された一連の上部構造を有す

７－１２ 落橋防止システム 

（１）形式 

落橋防止システムは、橋の形式、支承のタイプ、 

地盤条件等に応じて、桁かかり長、落橋防止構造、

横変位拘束構造から適切に選定するものとする。設

計で考慮する各方向に対して独立して働くシステム

から構成されるものとする。 

表 7-12-1 落橋防止システムの構成要素 

 

 

 

 

なお、橋軸方向に PC鋼材を用いた落橋防止構造を

選定した場合は、落橋防止構造一覧表を作成するも

のとする（基準編参考資料 P126）。 

 

解説１ 橋軸方向に対して落橋防止構造を省略でき

る条件 

（１）両端が橋台に支持された一連の上部構造を有

する橋で、以下の１）から３）を満足する場合 

１）Ｈ２９道示Ⅳ編 7.4.4 に規定するパラペットを 

有し、かつ橋台背面土圧に対して抵抗するように設 

計された橋台であること。ただし、橋脚と同様の振 

道示の改定に伴う改訂 

落橋防止システムが各方向に独立して働くシス

テムとなる旨を記載し。各方向における桁かか

り以外の落橋防止システムの設置の考え方を解

説に記載した。 

出典 

道示Ⅴ編 P275~296 

 作用方向 落橋防止システムの構成要素 

① 橋軸方向 桁かかり長、落橋防止構造 

② 橋軸直角方向 桁かかり長 

③ 水平面内での回転方向 

（以下「回転方向」） 

桁かかり長、横変位拘束構造 
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る橋 

２）橋軸方向に 4基以上の下部構造において弾性支

持又は固定支持される一連の上部構造を有する橋 

３）2 基以上の下部構造が剛結される上部構造を有

するラーメン橋 

 

解説 2 横変位拘束構造について 

一般的に橋軸直角方向には、下部構造の頂部幅が

広く上部構造が移動しても落橋する可能性は低い

ため、この方向には落橋防止システムを設ける必要

はないが、以下の構造条件に該当する場合には、上

部構造の橋軸直角方向への応答により落橋する可

能性があるため、橋軸直角方向の落橋防止対策であ

る横変位拘束構造を設ける必要がある。なお、本規

定は地盤種別によらず適用される。 

１）支承部の破壊後に上部構造が隣接桁や橋台の拘

束を受けずに回転できる場合には、横変位拘束構造

を設ける必要がある。 

２）下部構造の頂部幅が狭い橋では、橋軸直角方向

に落橋の可能性があるため、上部構造の端支点に加

えて中間支点にも橋軸直角方向の横変位拘束構造

を設ける必要がある。 

 

 

 

動特性を有する橋台は除く。 

２）上部構造が、一片の上部構造端部における橋軸 

方向に変位したと仮定したときに、他端部に位置す 

る橋台パラペットで拘束される状態になること。 

３）２）の状態となるときに、上部構造端部が下部

構造上に留まっていること。 

             

解説２ 回転方向について 

 回転方向に対して上部構造が容易には落下しない

ための対策は、一連の上部構造の水平面内での回転

挙動を想定した場合に、これに隣接する上部構造、

橋脚の段違い部又は橋台パラペットで挙動が拘束さ

れないとき、桁かかり長の確保とともに、横変位拘

束構造を設けることにより行う。 

 

解説３ 落橋防止構造及び横変位拘束構造の構造設

計上の設置の例外 

（１）一連の上部構造を有する３径間以上の橋で、 

全ての下部構造上の支点が上部構造の橋面の水平投 

影面上にあり、以下の１）又は２）とする。 

１）上下部接続部が 2 基以上の下部構造で剛結の場

合 

２）１支承線の支承数が１つであることを除いた４

基以上の下部構造において、橋軸方向に対して剛結、

弾性支持若しくは固定支持又はこれらの併用からな
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る場合。ただし、橋軸方向に対してレベル２地震動

を考慮する設計状況において生じる一連の上部構造

の重量による慣性力のうち、その半分以上の慣性力

を１支承線で分担していない場合に限る。 

（２）（１）の条件に該当しないラーメン橋又は一

連の上部構造が１支承線上の支承数が１つである

下部構造を除いた４基以上の下部構造で支持され

ている３径間以上の橋の場合で、Ｈ２９道示Ｖ編

13.3.4（１）の規定に該当する場合 
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現 行（P103） 改 訂（P108） 備考 

７－１４  排水工 

（１）排水桝の設置間隔は 20m以下とし、「道路

土工排水工指針」の排水計算を基本として決

定する。 

（２）縦断曲線が凹となる場合には、その中央と

両側 5m程度の位置に排水桝を設置する。 

 

 

（３）緩和曲線区間および S字曲線区間の変曲点

付近に生ずる横断勾配が水平またはこれに

近くなる場合には、車道の両側に排水桝を設

ける。 

 

 

 

 

 

７－１３  排水工 

（１）排水桝の設置間隔は 20m以下とし、「道路土

工排水工指針」の排水計算を基本として決定

する。 

（２）縦断曲線が凹となる場合には、その中央と

両側 5m程度の位置に排水桝を設置する。 

 

 

（３）緩和曲線区間および S字曲線区間の変曲点

付近に生ずる横断勾配が水平またはこれに近

くなる場合には、車道の両側に排水桝を設け

る。 

 

 

 

 

 

近年の問い合わせを踏まえた内容の追加 

蓋の固定方法をボルト固定とする旨を記載し

た。 

 

 

図 7-14-1 

 

 

図 7-14-1 
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（４）排水桝は、伸縮装置になるべく近接させて

上流側に設置する。 

（５）鋼製排水溝については、排水桝の間隔等を

考慮し、経済比較により採用を決定するこ

と。 

 

 

 

 

 

（４）排水桝は、伸縮装置になるべく近接させて上

流側に設置する。  

（５）排水桝の蓋の固定については、ボルト固定を

原則とする。 

（６）鋼製排水溝については、排水桝の間隔等を考

慮し、経済比較により採用を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-14-2 

 

 

図 7-14-2 



橋梁設計マニュアル（令和元年６月） 新旧対照表 

62 

 

現 行（－） 改 訂（P109~110） 備考 

 ７－１５ コンクリート部材の剥落対策 

  コンクリート片が剥落し第三者被害を及ぼす恐

れのある橋梁のうち、鉄道や軌道上の橋梁は、原

則として、あらかじめ剥落対策をすること。 

また、その対策範囲は、第三者被害予防措置点

検範囲の地覆、壁高欄及び RC上部工(床版含む)の

張出床版部を標準とする。剥落防止対策工法は、

コンクリート打設前の型枠に連続繊維シートを設

置するタイプを標準とする。 

対策範囲については以下の図を参照 

 

図-7-15-1 上部工張出部のコンクリート剥落対策

範囲 

（１）交差物件の場合 

➀下部工前面が俯角 75°より離れている場合 

 

意見照会を踏まえた改訂 

コンクリート部材の剥落対策について中国地整

の土木工事設計マニュアルを参考に追加した。 
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②  下部工前面が俯角 75°の範囲に入る場合       

 

図 7-15-2 交差物件の場合のコンクリート剥落

対策の範囲 

 

（２）並行物件の場合 

 

図 7-15-3 並行物件の場合のコンクリート剥落

対策の範囲 
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現 行（P106） 改 訂（P112） 備 考 

基準編参考資料 

（１）２－２活荷重・橋の重要度区分 山口県緊急

輸送道路ネットワーク計画図 

 

基準編参考資料 

（１）２－４ 活荷重・耐震設計上の橋の重要度区

分 H27山口県緊急輸送道路ネットワーク計画図 

 

 

根拠資料の更新に伴う改訂 

山口県緊急輸送道路ネットワーク計画図を更新

した。 
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現 行（P―） 改 訂（P113~114） 備 考 

 基準編参考資料 

（２）２－１５ 維持管理施設の設置検討について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道示改定に伴う新規追加 

設計時における点検の考え方を整理するための

「維持管理計画表」を新規に追加した。 

点
検
の
種
類

実
施
者

進
入
方
法

点
検
方
法

日
常

点
検

上
部

工
桁

下

支
承

伸
縮

装
置

詳
細

点
検

異
常

時
点

検

１
)
　

「
実

施
者

」
に

は
「

山
口

県
橋

梁
点

検
要

領
（

平
成

２
９

年
３

月
）

」
に

基
づ

き
「

職
員

」
「

委
託

点
検

業
者

」
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
)
　

「
対

象
部

材
」

に
は

、
必

要
に

応
じ

て
径

間
や

橋
台

・
橋

脚
の

区
分

、
支

承
・

橋
面

上
の

区
分

を
追

加
す

る
こ

と
。

３
)
　

「
進

入
方

法
」

に
は

ど
の

ル
ー

ト
を

通
っ

て
進

入
す

る
か

を
記

載
し

、
検

査
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、
梯

子
や

乗
用

車
・

橋
梁

点
検

車
と
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っ
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用
す
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物
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等
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。

４
）

 
「

点
検

方
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、
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、
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と
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物
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点
検
の
種
類

実
施
者

進
入
方
法

点
検
方
法

日
常

点
検

職
員

・
委

託
業

者
橋

面
上

を
車

両
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よ
り

進
入

。
歩

道
を
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用

し
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近
接

目
視
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部
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橋
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と
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両

等
も

記
載

す
る

こ
と

。

４
）

 
「

点
検

方
法

」
に

は
目

視
点

検
手

法
の

種
類

と
ど

の
位

置
か

ら
実

施
す

る
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

通
常

点
検

（
定

期
点

検
）

に
つ

い
て

は
、

　
　

　
近

接
目

視
を

原
則

と
す

る
。

５
）

　
上

記
で

整
理

し
た

結
果

が
確

認
で

き
る

点
検

概
要

図
（

平
面

図
、

側
面

図
、

断
面

図
）

に
つ

い
て

も
合

わ
せ

て
作

成
す

る
こ

と
。

通
常

点
検

（
定

期
点

検
）

と
同

様

支
承

維
　

持
　

管
　

理
　

計
　

画
　

表

通
常

点
検

（
定

期
点

検
）

委
託

業
者

下
部

工

対
象
部
材

路
面

付
属

物

記
載

例
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現 行（P124） 改 訂（P132） 備 考 

第４編 下部構造配筋資料 

 

   本改訂においては、以下の変更を行っていま

すので、注意してください。 

①鉄筋名称の統一化（せん断補強を目的とした

「スターラップ」、「帯鉄筋」、「中間帯鉄筋」を

「せん断補強鉄筋」とした。） 

②鉄筋コンクリート橋脚の塑性化を考慮する領

域の見直による「2-6張出し式橋脚の標準配筋

図」、「3-3橋脚(張出し式、壁式橋脚）(2)柱」

の変更 

③継手方法の見直しによる「2-7場所打ち杭の標

準配筋図」、「3-4場所打ち杭」の変更 

第４編 下部構造配筋資料 

 

 本改訂においては、以下の変更を行っている。 

① 「2-7 場所打ち杭の標準配筋図」へ鉄筋かご組立

時の特殊金物等を用いた工法の参考図の追加 

② 杭頭の接合方法の区分標記の削除 

 

マニュアル改定に伴う更新 

 

下部構造配筋におけるマニュアル改定に伴い、

注意事項を更新した。 
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現 行（P144） 改 訂（P153） 備 考 

２－７ 場所打ち杭の標準配筋図 

 

 

２－７ 場所打ち杭の標準配筋図 

 

 

場所打ち杭の組立時に使用する補強鋼材や特殊

金物の参考図を追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


